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Ⅴ-2-2-23-1 常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備の 

耐震性についての計算書 
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1. 概要 

本資料は，添付資料「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機

能維持の設計方針に基づき，常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備（以下，「電

源装置置場」という。）が基準地震動Ｓｓに対して十分な構造強度及び支持機能を有してい

ることを確認するものである。 

電源装置置場に要求される機能の維持を確認するにあたっては，地震応答解析に基づく構

造部材の健全性評価及び基礎地盤の支持性能評価により行う。 
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2. 基本方針

2.1 位置 

電源装置置場の平面配置図を第 2－1 図に示す。 

第 2－1 図（1） 電源装置置場の平面配置図（全体平面図） 

第 2－1 図（2） 電源装置置場の平面配置図（拡大図） 
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2.2 構造概要 

第 2－2 図及び第 2－3 図に電源装置置場の平面図及び断面図を示す。 

電源装置置場は，延長 56.5 m の鉄筋コンクリート造である。東西方向に対して複数の

断面形状を示すが，基本的には多層多連ボックスカルバート状のラーメン構造にて構成さ

れている。 

第 2－2 図（1） 電源装置置場の平面図 

（EL.＋11.0 m，常設代替高圧電源装置及び水密扉） 
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第 2－2 図（2） 電源装置置場の平面図 

（EL.＋2.0 m，軽油貯蔵タンク） 
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第 2－2 図（3） 電源装置置場の平面図 

（EL.－21.0 m，西側淡水貯水設備） 
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第 2－3 図（1） 電源装置置場の断面図（①－①断面） 

第 2－3 図（2） 電源装置置場の断面図（②－②断面） 
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第 2－3 図（3） 電源装置置場の断面図（③－③断面） 

第 2－3 図（4） 電源装置置場の断面図（④－④断面） 
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第 2－3 図（5） 電源装置置場の断面図（⑤－⑤断面） 

第 2－3 図（6） 電源装置置場の断面図（⑥－⑥断面） 
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2.3 評価方針 

電源装置置場は，設計基準対象施設においては，Ｓクラス施設の間接支持構造物に，重

大事故等対処施設においては，常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設に分類される。 

電源装置置場の耐震評価は，添付資料「Ⅴ-2-2-22-1 常設代替高圧電源装置置場及び西

側淡水貯水設備の地震応答計算書」により得られた解析結果に基づき，設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設の評価として，第 2－1 表に示すとおり，構造部材の健全性評価

及び基礎地盤の支持性能評価を行う。 

構造部材の健全性評価については，構造部材の発生応力が許容限界以下であることを確

認する。基礎地盤の支持性能評価については，基礎地盤に生じる接地圧が極限支持力に基

づく許容限界以下であることを確認する。 

電源装置置場の耐震評価フローを第 2－4 図に示す。 

ここで，電源装置置場は，運転時，設計基準事故時及び重大事故時の状態における圧

力，温度等について，耐震評価における手法及び条件に有意な差異はなく，評価は設計基

準対象施設の評価結果に包括されることから，設計基準対象施設の評価結果を用いた重大

事故等対処施設の評価を行う。 

第 2－1 表 電源装置置場の評価項目 

評価方針 評価項目 部位 評価方法 許容限界 

構 造 強 度

を 有 す る

こと 

構 造 部 材の

健全性 

全構造部材 発生応力が許容限界以

下であることを確認 

短期 許容 応力

度 

基 礎 地 盤の

支持性能 

基礎地盤 接地圧が許容限界以下

であることを確認 

極限支持力＊ 

Ｓ ク ラ ス

の 設 備 を

支 持 す る

機 能 を 損

な わ な い

こと 

構 造 部 材の

健全性 

全構造部材 発生応力が許容限界以

下であることを確認 

短期 許容 応力

度 

基 礎 地 盤の

支持性能 

基礎地盤 接地圧が許容限界以下

であることを確認 

極限支持力＊ 

注記 ＊：妥当な安全余裕を考慮する。 
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注記 ＊1：構造部材の健全性を評価することで，第 2－1 表に示す「構造強度を有すること」

及び「Ｓクラスの設備を支持する機能を損なわないこと」を満足することを確認

する。 

＊2：基礎地盤の支持性能評価を実施することで，第 2－1 表に示す「構造強度を有する

こと」及び「Ｓクラスの設備を支持する機能を損なわないこと」を満足すること

を確認する。 

第 2－4 図 電源装置置場の耐震評価フロー 
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2.4 適用基準 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

 コンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学会，2002年制定） 

 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（（社）日本電気協会） 

 道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成24

年3月） 
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3. 耐震評価

3.1 評価対象断面 

評価対象断面は，電源装置置場の構造上の特徴及び機器・配管系の配置を踏まえて，地

震荷重による影響が大きく，構造的にも弱軸断面方向となる構造物に直行する南北方向の

⑤－⑤断面とする。なお，①－①断面，②－②断面，③－③断面及び④－④断面に側壁及

び隔壁の耐震壁として効果を見込んだ 1 断面（東西方向断面）についても，設備の床応答

算出の観点から地震応答解析を実施する。 

電源装置置場の評価対象断面位置を第 3－1 図に，評価対象断面を第 3－2 図に示す。ま

た，設備の床応答算出の観点から地震応答解析を実施する評価対象断面を第 3－3 図に示

す。 

第 3－1 図（1）電源装置置場の評価対象断面位置図 

（EL.＋11.0 m，常設代替高圧電源装置及び水密扉） 



13 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-2
-
2
3-
1
 
R1
 

第 3－1 図（2）電源装置置場の評価対象断面位置図 

（EL.＋2.0 m，軽油貯蔵タンク） 
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第 3－1 図（3）電源装置置場の評価対象断面位置図 

（EL.－21.0 m，西側淡水貯水設備） 
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第 3－2 図 電源装置置場の評価対象断面図（南北方向 ⑤－⑤断面） 

第 3－3 図 電源装置置場の評価対象断面図（東西方向断面） 

Ｗ 
Ｅ 

Ｎ Ｓ 
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3.2 許容限界 

許容限界は，添付資料「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づき設定する。 

 

(1) 構造部材の健全性に対する許容限界 

電源装置置場の構造部材は，許容応力度法による照査を行う。評価位置においてコ

ンクリートの曲げ圧縮応力，鉄筋の引張応力，コンクリートのせん断応力が短期許容

応力度以下であることを確認する。 

短期許容応力度については，「コンクリート標準示方書［構造性能照査編］

（（社）土木学会，2002 年制定）」及び「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造

編）・同解説（（社）日本道路協会，平成 24 年 3 月）」に基づき，コンクリート及

び鉄筋の許容応力度に対して割増係数 1.5 を考慮し，第 3－1 表のとおり設定する。 

 

第 3－1 表 構造部材の健全性に対する許容限界 

評価項目 
許容限界 

(N/mm2) 

コンクリート＊1 

(f’ｃｋ=40 N/mm2) 

短期許容曲げ圧縮応力度σｃａ 21.0 

短期許容せん断応力度τａ１ 0.825＊3 

鉄筋(SD490)＊2 
短期許容引張応力度σｓａ（曲げ） 435 

短期許容引張応力度σｓａ（せん断） 300 

鉄筋(SD390)＊1 短期許容引張応力度σｓａ 309 

注記 ＊1：コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（（社）土木学会，2002 年制定） 

   ＊2：道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成

24 年 3 月）  

＊3：斜め引張鉄筋を考慮する場合は，「コンクリート標準示方書［構造性能照査編］

（（社）土木学会，2002 年制定）」に基づき，次式により算定する短期許容せ

ん断力（Ｖａ）を許容限界とする。各部材における許容限界を第 3－2 表に示

す。 

 

Ｖａ＝Ｖｃａ＋Ｖｓａ 

 

ここで， 

Ｖｃａ ：コンクリートの短期許容せん断力 

Ｖｃａ＝1／2･τａ１・ｂｗ・ｊ・ｄ 
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Ｖｓａ ：斜め引張鉄筋の短期許容せん断力 

Ｖｓａ＝Ａｗ・σｓａ２・ｊ・ｄ／ｓ 

τａ１ ：斜め引張鉄筋を考慮しない場合の短期許容せん断応力度 

ｂｗ  ：有効幅 

ｊ  ：1／1.15 

ｄ  ：有効高さ 

Ａｗ  ：斜め引張鉄筋断面積 

σｓａ２ ：鉄筋の短期許容引張応力度 

ｓ  ：斜め引張鉄筋間隔 

 

第3－2表 斜め引張鉄筋を配置する部材のせん断力に対する許容限界 

位置 

断面形状 せん断補強鉄筋 許容せん断力 短期許容 

せん断力Ｖａ 

(=Ｖｃａ+Ｖｓａ)
部材幅 部材高 かぶり 有効高 径 Ｓｂ Ｓｓ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

Ｖｃａ 

鉄筋 

Ｖｓａ 

(mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m) 

底版 1000 3000 170 2830 D25 200 300 1015.11 6421.65 7436 

スラブ 

（B2F,B3F） 

1000 2500 170 2330 D25 400 300 835.761 2643.54 3479 

スラブ 

（B1F） 
1000 2000 170 1830 D25 400 300 656.413 2076.26 2732 

地上スラブ 1000 2000 190 1810 D19 400 300 649.239 1161.13 1810 

地上梁 2000 1500 285 1215 D19 4 本 200 92.9594 199.504 292 

地中側壁 

（下部） 
1000 3000 170 2830 D19 400 200 1015.11 2723.21 3738 

地中側壁 

（上部） 

1000 2000 170 1830 D19 400 200 656.413 1760.95 2417 

地中隔壁 

（下部） 
1000 3000 170 2830 D22 400 200 1015.11 3679.43 4694 

地中隔壁 

（上部） 

1000 2000 170 1830 D16 400 200 656.413 1220.68 1877 

地上側壁 1000 1500 190 1310 D16 400 200 469.891 873.818 1343 

地上隔壁 1000 1500 190 1310 D16 400 200 469.891 873.818 1343 

  



 

18 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-2
-
2
3-
1
 
R1
 

(2) 基礎地盤の支持性能に対する許容限界 

極限支持力は，添付資料「Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき，道

路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成 14 年 3

月）より設定する。 

道路橋示方書によるケーソン基礎の支持力算定式を以下に示す。 

なお，支持性能評価における保守的な配慮として，以下の支持力算定式の第３項を

0 と仮定し，極限支持力を算定する。 

ｑ
ｄ
＝αｃＮ

ｃ
＋

1

2
βγ

１
ＢＮ

γ
＋γ

２
Ｄ

ｆ
Ｎ

ｑ
 

ここで， 

ｑｄ ：基礎底面地盤の極限支持力度（kN/m2） 

ｃ ：基礎底面より下にある地盤の粘着力（kN/m2） 

γ１ ：基礎底面より下にある地盤の単位体積重量（kN/m2）ただし，地下水位

以下では水中単位体積重量とする 

γ２ ：基礎底面より上にある周辺地盤の単位体積重量（kN/m2）ただし，地下

水位以下では水中単位体積重量とする 

α,β ：第 3－3 表に示す基礎底面の形状係数 

Ｂ ：基礎幅（m） 

Ｄｆ ：基礎の有効根入れ深さ（m） 

Ｎｃ,Ｎｑ,Ｎγ：第 3－4 図に示す支持力係数 
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第 3－3 表 基礎底面の形状係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3－4 図 支持力係数を求めるグラフ 

  

「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（(社)日本道路協会，平成 14 年 3 月）」

より 

「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（(社)日本道路協会，平成 14 年 3 月）」

より 
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電源装置置場の極限支持力の算定結果を第 3－4 表に示す。 

 

第 3－4 表 極限支持力算定の諸元と算定結果  

項目 算定結果 備考 

極限支持力度ｑｄ（kN/m2） 5723  

αｃＮｃ（kN/m2） 5723  

1

2
βγ １ＢＮ

γ
（kN/m2） 0  

γ'２ＤｆＮｑ（kN/m2） 0 
保守的な配慮として 

0 と仮定 

粘着力ｃ（kN/m2） 920 非排水せん断強度＊ 

せん断抵抗角φ（°） 0  

地盤の単位体積重量 γ'１（kN/m3） 7.085  

周辺地盤の単位体積重量 γ'２（kN/m3） －  

形状係数α 1.244  

形状係数β 0.674  

基礎幅Ｂ（m） 46.000  

有効根入れ深さＤｆ（m） －  

Ｎｃ 5 第 3－4 図より 

Ｎγ 0 第 3－4 図より 

Ｎｑ －  

 注記 ＊：非排水せん断強度Ｃｃｕｕ＝（0.837 － 0.00346・Ｚ）×1000（kN/m2） 

基礎底面標高Ｚ＝EL.-24.0（m） 
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3.3 評価方法 

電源装置置場の耐震評価は，添付資料「Ⅴ-2-2-22-1 常設代替高圧電源装置置場及び西

側淡水貯水設備の地震応答計算書」に基づく地震応答解析により算定した照査用応答値が

「3.2 許容限界」において設定した許容限界以下であることを確認する。 

 

(1) 構造部材の健全性評価 

コンクリートの曲げ軸力に対する照査については，地震応答解析により算定した曲

げ圧縮応力が許容限界以下であることを確認する。 

鉄筋の曲げ軸力に対する照査については，地震応答解析により算定した曲げ引張応

力が許容限界以下であることを確認する。 

せん断力に対する照査については，地震応答解析により算定したせん断力またはせ

ん断応力が許容限界以下であることを確認する。 

構造部材の健全性評価において最も厳しい照査値となったのは，鉄筋の曲げ軸力照

査における最大照査値である。曲げ軸力照査における最大照査値の評価時刻での断面

力図を第 3－5 図に示す。 
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曲げモーメント（kN・m） 

 

（＋：圧縮，－：引張） 

軸力（kN） 

第 3－5 図（1）照査値が最も厳しくなる部材（スラブ（B2F,B3F））の断面力 

（Ｓｓ－Ｄ１（Ｈ＋，Ｖ＋），ｔ＝53.92s） 

（検討ケース④：敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により 

地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース） 
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せん断力（kN） 

 

第 3－5 図（2）照査値が最も厳しくなる部材（スラブ（B2F,B3F））の断面力 

（Ｓｓ－Ｄ１（Ｈ＋，Ｖ＋），ｔ＝53.92s） 

（検討ケース④：敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により 

地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース） 
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(2) 基礎地盤の支持性能評価 

基礎地盤の支持性能評価においては，基礎地盤に生じる接地圧が極限支持力に基づ

く許容限界以下であることを確認する。 

接地圧が許容限界に対して最も厳しくなる検討ケースにおいて，基礎地盤に生じる

最大接地圧分布を第 3－6 図に示す。 

 

 

第 3－6 図 最大接地圧分布図 

（Ｓｓ－Ｄ１（Ｈ＋,Ｖ－）） 

（検討ケース④：敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により 

地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース） 

 

 

  

1809 kN/m2
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4. 耐震評価結果 

4.1 構造部材の健全性に対する評価結果 

コンクリートの曲げ軸力に対する照査結果を第 4－1 表に，鉄筋の曲げ軸力に対する照

査結果を第 4－2 表に，せん断力に対する照査結果を第 4－3 表に示す。また，概略配筋図

を第 4－1 図及び第 4－2 図に示す。 

電源装置置場の構造部材の発生応力が許容限界以下であることを確認した。 
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第 4－1 表（1） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 

 
      評価位置は下図に示す。 
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第 4－1 表（2） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（3） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（4） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（5） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（6） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ①：原地盤に基づく液状化強度特性を用いた解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（7） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ②：地盤物性のばらつきを考慮（＋１σ）した解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（8） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

  

注記 ②：地盤物性のばらつきを考慮（＋１σ）した解析ケース 

③：地盤物性のばらつきを考慮（－１σ）した解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。 
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第 4－1 表（9） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

注記 ③：地盤物性のばらつきを考慮（－１σ）した解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（10） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ④：敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース
 

      評価位置は下図に示す。
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第 4－1 表（11） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

注記 ④：敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定した解析ケース

 
      評価位置は下図に示す。 
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第 4－1 表（12） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ⑤：原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。 
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第 4－1 表（13） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

注記 ⑤：原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース 
⑥：地盤物性のばらつきを考慮（＋１σ）して非液状化の条件を仮定した解析ケース 

 
      評価位置は下図に示す。 
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第 4－1 表（14） コンクリートの曲げ軸力照査結果 

 

 

 

 

  

注記 ⑥：地盤物性のばらつきを考慮（＋１σ）して非液状化の条件を仮定した解析ケース 
 

      評価位置は下図に示す。 




